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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　結晶ナノ構造を基板の上に成長させる方法であって、
　基板（１）の主表面上に最初にパターン（２）を形成する工程であって、パターン（２
）は少なくとも１つの開口部を有し、開口部はパターンの表面から基板（１）の主表面ま
で延びる工程と、
　パターン（２）の開口部中の、露出した主表面の上に、金属（３）を供給する工程と、
　開口部をアモルファス材料（４）で、少なくとも部分的に埋める工程と、
　アモルファス材料（４）と金属化合物（３）とを、３００℃と１０００℃の間の温度で
アニールし、金属媒介結晶化により、アモルファス材料（４）の一部を単結晶材料（５）
に少なくとも変えて、結晶ナノ構造を形成する工程と、を含む方法。
【請求項２】
　基板（１）が伝導性または半伝導性材料であり、金属（３）を提供する工程は、電解手
段により電気化学堆積（ＥＣＤ）を行う工程を含む請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　基板が伝導性、または半伝導性、または絶縁性であり、金属（３）を提供する工程は、
無電解手段により電気化学堆積（ＥＣＤ）を行う工程、または化学気相堆積（ＣＶＤ）技
術を行う工程、または物理気相堆積（ＰＶＤ）技術を行う工程を含む請求項１に記載の方
法。
【請求項４】
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　パターンが、多孔性パターンであり、開口部は２ｎｍ～１００ｎｍの範囲の直径を有す
る請求項１～３のいずれかに記載の方法。
【請求項５】
　パターンを形成する工程が、
　基板の主表面の上に層を堆積する工程と、
　続いて、少なくともリソグラフィパターニングを用いて堆積された層にパターンを形成
する工程であって、開口部が２ｎｍ～１００ｎｍの範囲の直径を有する工程と、を含む請
求項１～３のいずれかに記載の方法。
【請求項６】
　パターンは犠牲パターンであり、更に、単結晶ナノ構造の形成後にパターンを除去する
工程を含む請求項１～５のいずれかに記載の方法。
【請求項７】
　単結晶ナノ構造がドープされ、金属は、更に、アニール工程中にアモルファス材料中に
溶けるように選択されたドーパント元素を含み、これによりドープされた単結晶ナノ構造
を得る請求項１～６のいずれかに記載の方法。
【請求項８】
　開口部をアモルファス材料で少なくとも部分的に埋める工程は、電気化学堆積（ＥＣＤ
）を用いて行われ、基板が伝導性（金属）または半伝導性（Ｓｉ、Ｇｅ、ＩＩＩ－Ｖ半導
体）材料からなる請求項１～７のいずれかに記載の方法。
【請求項９】
　アモルファス材料が、アモルファスＳｉ（ａ－Ｓｉ）、アモルファスＧｅ（ａ－Ｇｅ）
、アモルファスＩｎＳｂ（ａ－ＩｎＳｂ）、またはアモルファスカーボン（ａ－Ｃ）であ
る請求項１～８のいずれかに記載の方法。
【請求項１０】
　単結晶ナノ構造がドープされ、開口部をアモルファス材料で少なくとも部分的に埋める
工程は、ドーパント元素とアモルファス材料との同時堆積により行われ、これによりドー
プされたアモルファス材料を形成する請求項１～９のいずれかに記載の方法。
【請求項１１】
　単結晶ナノ構造がドーパント濃度のばらつきを有し、ドープされたアモルファス材料で
開口部を少なくとも部分的に埋める工程は、所定の膜厚を有するドープされたアモルファ
ス材料を最初に堆積する工程と、所定の膜厚を有するアンドープのアモルファス材料を堆
積する工程とを含む請求項１０に記載の方法。
【請求項１２】
　単結晶構造は、それぞれ一のアモルファス材料と他のアモルファス材料から形成された
第１および第２のセグメントを含み、更に、開口部をアモルファス材料で部分的に埋めた
後に、開口部の残りの部分を他のアモルファス材料で、少なくとも部分的に埋める工程を
含む請求項１～１１のいずれかに記載の方法。
【請求項１３】
　アモルファス材料と他のアモルファス材料が、同じアニール工程中にアニールされ、そ
れぞれ第１および第２のセグメントを形成する請求項１２に記載の方法。
【請求項１４】
　開口部の残りの部分を他のアモルファス材料で部分的に埋める工程の前に、アモルファ
ス材料（４）がアニールされて第１のセグメントを形成する請求項１２に記載の方法。
【請求項１５】
　第１のセグメントを形成した後に、他の金属化合物が第１のセグメントの上に供給され
る請求項１４に記載の方法。
【請求項１６】
　半導体デバイスの作製における、請求項１～１５のいずれかに記載の方法の使用。
【請求項１７】
　基板（１）が、金属、Ｓｉ、Ｇｅ、またはＩＩＩ－Ｖ半導体からなることを特徴とする
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請求項２に記載の方法。
【請求項１８】
　多孔性パターンが、陽極酸化アルミニウム酸化物（ＡＡＯ）または配向ゼオライトから
なることを特徴とする請求項４に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、単結晶ナノワイヤの形成に関する。
【０００２】
　本発明は、また、ｎ型および／またはｐ型のドーパントを有する単結晶ナノワイヤを形
成する方法に関する。
【０００３】
　本発明は、また、異なるドーパントタイプを含むセグメント（領域）または異なるナノ
ワイヤ材料を含むセグメント（領域）を有するセグメントに分かれたナノワイヤを形成す
る方法に関する。
【背景技術】
【０００４】
　ナノワイヤ（ＮＷ）やカーボンナノチューブ（ＣＮＴ）のようなナノ構造は、マイクロ
エレクトロニクスの製造プロセスで現在使用される材料を拡張し、あるいは置き換える最
も将来有望な候補である。例えば、金属ＣＮＴは、高い電流運搬能力のためにナノ電子相
互接続として提案され、一方、半導体ＮＷ（ＣＮＴ）は、ラップアラウンド（wrap-aroun
d）ゲートの形成の可能性や、狭いワイヤ中での量子閉じ込め効果の活用により、ナノス
ケールのトランジスタ素子として指摘される。ナノ構造の作製が多くの解決されていない
問題に直面するため、それらの応用や類似の応用については、完全には達成できない。こ
れらの問題は、一の応用から他の応用まで様々であるが、以下で検討するように幾つかの
形態で類似する。
【０００５】
　気相－液相－固相（ＶＬＳ）成長は、半導体デバイスの他の要素と接続するＮＷを合成
するのに使用される最も一般的な方法の１つである。しかしながら、化学気相成長（ＣＶ
Ｄ）チャンバ中でのＮＷの成長温度は、比較的高温である、一般には６００℃～７００℃
近辺である。この高い温度は、下方のデバイス層に容易に損傷を与える。それゆえに成長
温度を下げ、同時に結晶構造を合成することは重要な問題である。
【０００６】
　Liuらは、陽極の陽極酸化（ＡＡＯ：Anodic Anodized Oxide）テンプレートと、ＡＡＯ
テンプレート内でシリコンナノワイヤを形成するための触媒としてＡｕナノ粒子とを利用
する、ＶＬＳベースの成長技術について述べている（Japanese Journal of Applied Phys
ics Vol. 46, No. 9B, 2007, pp. 6343-6345）。ＡＡＯテンプレートを用いることにより
、成長温度は４００℃～５５０℃まで低くすることができる。なぜならば、ＡＡＯテンプ
レート中のアルミニウムは、Ａｕ触媒粒子に加えて、追加の触媒として働くからである。
【０００７】
　他の問題は、セグメント化されたＮＷ、例えば第１半導体材料からなる第１セグメント
と、第２半導体材料からなる第２セグメントとを有するＮＷの成長である。ＶＬＳベース
の成長技術は、例えばセグメント化されたＩＩＩ－Ｖナノワイヤの形成に適しているが、
上述のように、この技術は比較的高い成長温度（例えば、６００℃～７００℃の範囲）を
必要とする。
【０００８】
　更に他の問題は、（半導体）ＮＷの制御されたドーピングである。ＮＷ中のドーパント
濃度を制御し、ナノワイヤ中で例えば１０１７より低いような低いドーパント濃度や、例
えば１０１８より高いような非常に高いドーパント濃度をＮＷ中で得るのは、非常に困難
である。ＶＬＳ技術を用いると、成長のための混合ガスにドーパントガスを加えることが
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できるが、混合ガス中のドーピング濃度は非常に低いため、気相中のドーパント濃度対ナ
ノ構造中に取り込まれたドーパント濃度の制御が非常に困難である。更に、この方法では
、高い濃度を得ることは困難である。
【０００９】
　結論として、好ましくは低温で、単結晶ナノ構造を得るための容易に制御可能な成長方
法であって、特定の濃度のドーパント元素を取り込むことができ、２つの異なる半導体材
料からなる少なくとも２つのセグメントからなるセグメント化されたナノ構造を容易に形
成することができる方法を提供するには、従来技術ではなおも問題がある
【００１０】
　本発明の目的
　本発明の目的は、単結晶ナノワイヤを形成するための代わりの方法を提供することであ
る。
【００１１】
　本発明の他の目的は、低温で、即ち５００℃より低温で、ＮＷを成長する新規で容易な
方法を提供することである。
【００１２】
　本発明の他の目的は、ナノ構造中のドーパント元素の濃度が良好に制御できる、ドープ
された単結晶ナノ構造を形成する新規で容易な方法を提供することである。本発明の使用
により、ナノ構造中のドーパント元素の濃度を、１０１３／ｃｍ３から１０２１／ｃｍ３

の範囲で制御することができる。
【００１３】
　本発明の他の目的は、セグメント化されたナノ構造、換言すれば少なくとも２つのセグ
メント、即ち第１の半導体材料からなる第１セグメントと、第２の半導体材料からなる第
２セグメントとを有するナノ構造を形成する新規で容易な方法を提供することである。
【００１４】
　本発明の他の目的は、例えばナノデバイスの作製のような、現存の半導体プロセスを小
型化し完全に互換性のある方法を提供することである。ここに開示された方法は、どのよ
うなサイズの基板でも実施することができる。
【００１５】
　本発明の他の目的は、所定の直径、長さ、および密度が得られるように、ナノ構造の直
径および長さを制御した、単結晶ナノ構造の成長を可能にする方法を提供することである
。
【００１６】
　本発明の他の目的は、所定の位置に、細長い単結晶ナノ構造の形成を可能にする方法を
提供することである。
【先行技術文献】
【非特許文献】
【００１７】
【非特許文献１】Japanese Journal of Applied Physics Vol. 46, No. 9B, 2007, pp. 6
343-6345
【発明の概要】
【００１８】
　上記目的は、本発明にかかる方法およびデバイスで成し遂げられる。本発明の目的は、
定形（templated）の電気化学堆積（ＥＣＤ）と新規な強制的な金属媒介結晶化（ＭＭＣ
）との組み合わせを用いて達成される。
【００１９】
　本発明の第１の形態では、基板上に単結晶ナノ構造を成長させる方法が提供される。
　この方法は、少なくとも以下の工程：
　基板の主表面上に最初にパターンを形成する工程であって、パターンは少なくとも１つ
の開口部を有し、開口部はパターンの表面から基板の主表面まで延びる工程と、
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　パターンの少なくとも１つの開口部中の、露出した主表面の上に、金属を供給する工程
と、
　少なくとも１つの開口部を、アモルファス材料で少なくとも部分的に埋める工程と、
　アモルファス材料と金属とを、３００℃と１０００℃の間の温度でアニールし、金属媒
介結晶化により、アモルファス材料を単結晶材料に変えて、単結晶ナノ構造を形成する工
程と、
　任意的に、金属化合物および／またはパターンを除去する工程と、を含む。
【００２０】
　好適な具体例では、電気化学堆積（ＥＣＤ）を用いる場合は、基板または少なくとも基
板の上部層は、導電性（金属）または半導電性（Ｓｉ、Ｇｅ、ＩＩＩ－Ｖ半導体）材料か
ら形成される。真空と物理気相堆積（ＰＶＤ）技術が金属化合物を形成するのに使用され
る場合、基板または基板の上部層は、絶縁材料から形成されても良い。
【００２１】
　好適な具体例では、パターンは、基板の上部層まで延びた開口部を有し、基板の上部層
は、半導体デバイスの、（銅の）配線（ＢＥＯＬ）の相互接続構造を含む。このため、開
口部は、（銅の）相互接続構造に向かって延びる。
【００２２】
　好適な具体例では、パターンは、陽極酸化アルミニウム酸化物（ＡＡＯ）、配向ゼオラ
イト（oriented zeolite）、またはシリコン酸化物、フォトレジストパターン等のような
誘電体中に形成された孔のような多孔性パターンでも良い。
【００２３】
　好適な具体例では、パターンを形成する工程は、
　基板の主表面上に層を堆積する工程と、
　リソグラフィパターニングと反応性イオンエッチングを用いて、堆積層中にパターンを
形成する工程と、を含む。
【００２４】
　好適な具体例では、パターンは、基板の表面にナノメータの範囲で、好適には２ｎｍか
ら１００ｎｍの範囲で延びた開口部を有する。
【００２５】
　好適な具体例では、パターンは、永久パターンまたは代わりに犠牲パターンでも良い。
【００２６】
　本発明の具体例では、パターンはナノ構造の形成後に、ウェットエッチング技術または
ドライエッチング技術を用いて除去する犠牲パターンでも良い。除去技術は、パターンに
対して選択的であり、ナノ構造および／またはパターンの下の基板を傷つけてはいけない
。パターンがＳｉＯ２のようなシリコン酸化物の場合、パターンはウエットまたは気体の
ＨＦ処理を用いて除去される。
【００２７】
　好適な具体例では、パターンの開口部中に金属を提供する工程は、電気化学堆積（ＥＣ
Ｄ）または代わりに、化学気相成長（ＣＶＤ）や物理気相成長（ＰＶＤ）のような他の先
端技術を用いて行われる。金属は、アモルファス材料の金属媒介結晶化（ＭＭＣ）のため
に選択される。適当な材料は、例えばＡｕ、Ｎｉ、Ｃｏ、Ｉｎ、Ｇａである。ＭＭＣのた
めの適当な温度範囲は、材料の選択により決められる。Ｉｎ、Ｇａのような低融点金属で
は温度は低くなり、ＮｉやＣｏのような高融点金属では温度は高くなる。また、金属合金
も考慮される。金属は、このように、単体金属または金属化合物または金属合金である。
【００２８】
　好適な具体例では、金属はドーパント元素を含んでも良い。それらのドーパント元素は
、ＭＭＣアニール中にアモルファス材料中に溶解し、ドープされた結晶ナノ構造を形成す
るように選択される。
【００２９】
　好適な具体例では、アモルファス材料で開口部を部分的に埋める工程は、電気化学堆積
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（ＥＣＤ）をも用いて行われる。アモルファス材料は、アモルファスＳｉ（ａ－Ｓｉ）、
アモルファスＧｅ（ａ－Ｇｅ）、アモルファスＩｎＳｂ（ａ－ＩｎＳｂ）、アモルファス
カーボン（ａ－Ｃ）でも良い。ＧｅおよびＳｉは、一般に、有機またはイオン溶液から電
着し、一方、ＩｎＳｂは、一般に、水溶液から電着する。
【００３０】
　好適な具体例では、アモルファス材料はドーパント元素を含む。好適には、アモルファ
ス材料中へのドーパント元素の取り込みは、ドーパント元素とアモルファス材料とを同時
に堆積して行われる。一般に、Ｐ、Ａｓ、Ｓｂ、またはＢｉが、ｎ型ドープの（Ｓｉ）材
料を形成するためのドーパント元素として使用され、Ｂ、Ａｌ、Ｇａ、およびＩｎが、ｐ
型ドープの（Ｓｉ）材料を形成するためのドーパント元素として使用される。
【００３１】
　本発明の好適な具体例にかかるナノ構造で様々なドーパント濃度を得るために、最初に
、例えばＰを含むようなドーパント元素を含む、例えばアモルファスＳｉのようなアモル
ファス材料が、例えば５０ｎｍのような所定の厚みで同時に堆積され、続いてドーパント
元素無しで、例えば１５０ｎｍのような所定の膜厚でアモルファス材料の堆積が行われる
。ドーピングプロファイルは、本発明の結晶化工程中に達成され、および／またはドーピ
ングプロファイルを得るための、結晶化工程後の他の（追加の）アニール工程により行わ
れる。
【００３２】
　好適な具体例では、アモルファス材料と金属のアニール工程は、ＭＭＣに使用される金
属－アモルファス材料の組み合わせに依存して、３００℃と１０００℃の間の温度で行わ
れる。例えば、３００℃～４００℃の範囲の温度は、Ｉｎのような低融点金属に使用され
、５００℃～６００℃の範囲の温度は、Ｎｉ、ＦｅおよびＣｏのような金属に使用され、
９００℃～１０００℃の範囲の温度は、Ｔｉのような遷移金属に使用される。アニールは
、好適には不活性雰囲気中または真空雰囲気中で約１時間行われる。アモルファス材料の
アニールは、アモルファス材料を結晶材料に変え、好適には、アモルファス材料の金属中
への拡散により単結晶材料に変えられる。結晶化は、偏析（segregation）により行われ
、結晶化プロセス中に、金属相がアモルファス相を通って、形成された結晶ナノ構造の上
部に金属が最終的に達するまで移動し、後に結晶化相を残す。バルクＭＭＣ中の典型的な
粒径は、孔径や開口部直径より大きいので、偏析する結晶相は、多孔質の壁または開口部
の制限により単結晶となる。この現象は、強制された金属媒介結晶化またはＣＭＭＣと呼
ばれる。
【００３３】
　本発明の具体例では、アニール工程は、高速熱アニール（ＲＴＡ）により行われても良
い。
【００３４】
　好適な具体例では、熱アニール工程後に、アモルファス材料の完全な結晶化が得られ、
形成された金属をその上に有する単結晶ナノ構造材料が得られる。
【００３５】
　好適な具体例では、アモルファス材料の結晶化後に、金属粒子が除去される。
【００３６】
　本発明の第２の形態では、セグメント化された結晶ナノ構造を基板上に成長するための
方法が提供される。
【００３７】
　この方法は、少なくとも以下の工程：
　基板の主表面上に最初にパターンを形成する工程であって、パターンは少なくとも１つ
の開口部を有し、開口部はパターンの表面から基板の主表面まで延びる工程と、
　パターンの少なくとも１つの開口部中の、露出した主表面の上に、金属を供給する工程
と、
　少なくとも１つの開口部を、第１のアモルファス材料で少なくとも部分的に埋める工程
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と、
　少なくとも１つの開口部の、第１のアモルファス材料の上に残った部分を、第２のアモ
ルファス材料で少なくとも部分的に埋める工程と、
　第１および第２のアモルファス材料と金属化合物とを、３００℃と１０００℃の間の温
度でアニールし、金属媒介結晶化により、第１および第２のアモルファス材料をそれぞれ
第１および第２の単結晶材料に変えて、セグメント化された単結晶ナノ構造を形成する工
程と、
　任意的に、金属化合物および／またはパターンを除去する工程と、を含む。
【００３８】
　基板上にセグメント化された結晶ナノ構造を成長させる代わりの方法では、この方法は
、少なくとも以下の工程：
　基板の主表面上に最初にパターンを形成する工程であって、パターンは少なくとも１つ
の開口部を有し、開口部はパターンの表面から基板の主表面まで延びる工程と、
　パターンの少なくとも１つの開口部中に、金属を供給する工程と、
　少なくとも１つの開口部を、第１のアモルファス材料で部分的に埋める工程と、
　第１のアモルファス材料と金属化合物とを、３００℃と１０００℃の間の温度でアニー
ルし、金属媒介結晶化により、第１のアモルファス材料を第１の単結晶材料に変える工程
と、
　少なくとも１つの開口部の、第１の単結晶材料の上に残った部分を、第２のアモルファ
ス材料で少なくとも部分的に埋める工程と、
　第２のアモルファス材料と金属化合物とを、３００℃と１０００℃の間の温度でアニー
ルし、金属媒介結晶化により、第２のアモルファス材料を第２の単結晶材料に変えて、セ
グメント化された単結晶ナノ構造を形成する工程と、
　任意的に、金属化合物および／またはパターンを除去する工程と、を含む。
【００３９】
　好適な具体例では、セグメント化された結晶ナノ構造を基板上に成長させる方法は、ヘ
テロ接合を形成するために使用される。ヘテロ接合は、少なくとも２つのセグメントから
形成され、それぞれのセグメントは他の半導体材料からなり、例えばＳｉからなる第１セ
グメントと、Ｇｅからなる第２セグメントからなる。
【００４０】
　本発明の好適な具体例では、第１のアモルファス材料を第１の単結晶材料に結晶化する
のに使用される金属は、第１のアモルファス材料のアニーリング工程後に除去され、第２
の金属が第１の単結晶材料の上に堆積される。第２の金属の上に第２のアモルファス材料
が堆積され、第２の金属が、第２のアモルファス材料を第２の単結晶材料に結晶化するの
に使用される。
【００４１】
　本発明の好適な具体例では、金属は少なくとも２つの金属からなる金属合金であり、そ
の第１の金属は、第１のアモルファス材料を第１の単結晶材料に結晶化するために選択さ
れ、第２の金属は、第２のアモルファス材料を第２の単結晶材料に結晶化するために選択
される。
【００４２】
　本発明の好適な具体例では、アモルファス材料をドーピングするために、金属がドーパ
ント元素と混ぜられても良い。ドーパント元素は、結晶化中にアモルファス材料に取り込
まれる。この場合、金属化合物は、セグメントの間で置き換えられる必要がある。
【００４３】
　本発明の好適な具体例では、第１のアモルファス材料は、少しの割合のドーパント元素
が混ぜられたａ－Ｓｉ、ａ－Ｇｅ、ａ－ＩｎＳｂ、またはａ－Ｃである。ドーパント元素
は、例えば、ＳｉおよびＧｅに対するｎ型ドーパントとしてはＰ、Ａｓ、Ｓｂ、Ｂｉであ
り、ＳｉおよびＧｅに対するｐ型ドーパントとしてはＢ、Ａｌ、Ｇａであり、好ましくは
電気化学的に同時堆積（co-deposition）される。第２のアモルファス材料は、少しの割
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合の、反対のドーパント元素、または濃度の異なる同種のドーパント、またはイントリン
シック部分を形成するドーパント無し、と混ざった第１のアモルファス材料と同じアモル
ファス材料でも良い。
【００４４】
　本発明の好適な具体例では、第１のアモルファス材料は、少しの割合（例えば１～３重
量％）のドーパント元素が混ぜられたａ－Ｓｉ、ａ－Ｇｅ、ａ－ＩｎＳｂ、またはａ－Ｃ
である。ドーパント元素は、例えば、ＳｉおよびＧｅに対するｎ型ドーパントとしてはＰ
、Ａｓ、Ｓｂ、Ｂｉであり、ＳｉおよびＧｅに対するｐ型ドーパントとしてはＢ、Ａｌ、
Ｇａであり、好ましくは電気化学的に同時堆積される。第２のアモルファス材料は、ヘテ
ロ接合と呼ばれる、取り込まれたドーパント元素を有するまたは有さない第１のアモルフ
ァス材料とは異なるアモルファス材料でも良い。
【００４５】
　本発明の具体例では、取り込み技術は、金属化合物と例えばＢ、Ａｓ、Ｐ等のドーパン
ト元素の双方が、電解液中の溶けたイオンから堆積する合金の同時堆積を含む。
【００４６】
　本発明の他の具体例では、同時堆積技術は、ドーパント元素が溶液中に分散したナノ粒
子であり、金属化合物マトリックスが溶液中に溶けた金属イオンから堆積される、粒子の
同時堆積を含んでも良い。
【００４７】
　本発明の具体例では、少なくとも１つの開口部をアモルファス材料で埋める工程が、電
気化学堆積または無電解堆積により行われても良い。
【００４８】
　本発明は、更なる形態で、半導体デバイスの製造プロセスでの、本発明の具体例にかか
る方法の使用を提供する。
【００４９】
　本発明の特別で好適な形態は、独立請求項と従属請求項の組み合わせによる。従属請求
項の特徴は、必要に応じて独立請求項の特徴や他の従属請求項の特徴と組み合わせても良
く、単に請求項に明確に表されたものではない。
【００５０】
　この分野において、デバイスの一定の改良、変化、および進化が存在するが、本発明の
概念は、従来の経験からの出発を含み、この性質のより効果的で、安定で、信頼性の有る
デバイスを提供する、実質的に新しく新規な改良を表すものと信じられる。
【００５１】
　本発明の上述の他の特徴、長所、および優位点は、本発明の原理を、例示の方法で示す
、添付の図面と共に、以下の詳細な記載から明らかになるだろう。この記載は例示の目的
のみに表され、本発明の範囲を限定するものではない。以下の引用された参照図は、添付
の図面を示す。
【図面の簡単な説明】
【００５２】
　全ての図面は、本発明の幾つかの形態や具体例を示すことを意図する。全ての代替えや
選択肢が示されるものではなく、それゆえに、本発明は添付された図面の内容に限定され
るものではない。同様の番号は、異なる図面においても同様の部分を参照するために使用
される。図面は、好適な具体例を示すものである。
【００５３】
【図１Ａ】本発明の具体例にかかる、単結晶ナノ構造を基板上に成長する方法の連続した
工程を示す。
【図１Ｂ】本発明の具体例にかかる、単結晶ナノ構造を基板上に成長する方法の連続した
工程を示す。
【図１Ｃ】本発明の具体例にかかる、単結晶ナノ構造を基板上に成長する方法の連続した
工程を示す。
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【図１Ｄ】本発明の具体例にかかる、単結晶ナノ構造を基板上に成長する方法の連続した
工程を示す。
【図１Ｅ】本発明の具体例にかかる、単結晶ナノ構造を基板上に成長する方法の連続した
工程を示す。
【図１Ｆ】本発明の具体例にかかる、単結晶ナノ構造を基板上に成長する方法の連続した
工程を示す。
【図２Ａ】本発明の具体例にかかる、セグメント化された結晶ナノ構造を基板上に成長す
る方法の連続した工程を示す。
【図２Ｂ】本発明の具体例にかかる、セグメント化された結晶ナノ構造を基板上に成長す
る方法の連続した工程を示す。
【図２Ｃ】本発明の具体例にかかる、セグメント化された結晶ナノ構造を基板上に成長す
る方法の連続した工程を示す。
【図２Ｄ】本発明の具体例にかかる、セグメント化された結晶ナノ構造を基板上に成長す
る方法の連続した工程を示す。
【図３Ａ】本発明の具体例にかかる、セグメント化された結晶ナノ構造を基板上に成長す
る代わりの方法の連続した工程を示す。
【図３Ｂ】本発明の具体例にかかる、セグメント化された結晶ナノ構造を基板上に成長す
る代わりの方法の連続した工程を示す。
【図３Ｃ】本発明の具体例にかかる、セグメント化された結晶ナノ構造を基板上に成長す
る代わりの方法の連続した工程を示す。
【図３Ｄ】本発明の具体例にかかる、セグメント化された結晶ナノ構造を基板上に成長す
る代わりの方法の連続した工程を示す。
【図３Ｅ】本発明の具体例にかかる、セグメント化された結晶ナノ構造を基板上に成長す
る代わりの方法の連続した工程を示す。
【００５４】
　異なる図面において、同様の参照符号は、同様のまたは類似の要素を示す。
【発明を実施するための形態】
【００５５】
　本発明は、特定の具体例について、添付図面を参照しながら詳細に説明するが、本発明
はこれらにより限定されるものではなく、請求の範囲によってのみ限定されるものである
。
【００５６】
　記載された図面は、単に概略であり、限定するものではない。図面において、図示目的
で、いくつかの要素の大きさは拡張され、縮尺通りに記載されていない。寸法と相対寸法
は、本発明の実施の実際の縮小には対応していない。
【００５７】
　本発明は、本発明の多くの具体例の詳細な説明により記載されるであろう。本発明の真
の精神や技術的示唆から離れることなく、この分野の当業者の知識により、本発明の他の
具体例が形成されることは明らかであり、本発明は添付した請求項の用語によってのみ限
定される。
【００５８】
　また、説明や請求の範囲中の、上、下、等の用語は、記載目的のために使用され、相対
的な位置を示すものではない。そのように使用される用語は、適当な状況下で入替え可能
であり、ここに記載された発明は、ここに記載や図示されたものと異なる位置でも操作で
きることを理解すべきである。
【００５９】
　また、請求の範囲で使用される「含む（comprising）」の用語は、それ以降に示される
要素に限定して解釈されること排除するものであり、他の要素や工程を排除しない。この
ように、言及された特徴、数字、工程、または成分は、その通りに解釈され、１またはそ
れ以上の他の特徴、数字、工程、または成分、またはこれらの組み合わせの存在または追
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加を排除してはならない。このように、「手段ＡおよびＢを含むデバイス」の表現の範囲
は、構成要素ＡとＢのみを含むデバイスに限定されるべきではない。本発明では、単にデ
バイスに関連した構成要素がＡとＢであることを意味する。
【００６０】
　この明細書を通じて参照される「一の具体例（one embodiment）」または「ある具体例
（an embodiment）」は、この具体例に関係して記載された特定の長所、構造、または特
徴は、本発明の少なくとも１つの具体例に含まれることを意味する。このように、この明
細書を通して多くの場所の「一の具体例（one embodiment）」または「ある具体例（an e
mbodiment）」の語句の表現は、同じ具体例を表す必要はなく、表しても構わない。更に
、特定の長所、構造、または特徴は、この記載から当業者に明らかなように、１またはそ
れ以上の具体例中で適当な方法で組み合わせることができる。
【００６１】
　同様に、本発明の例示の記載中において、説明を簡潔にし、多くの発明の形態の１また
はそれ以上の理解を助ける目的で、本発明の多くの長所は、時には１つの具体例、図面、
またはその説明中にまとめられることを評価すべきである。しかしながら、この開示の方
法は、請求される発明がそれぞれの請求項に記載されたものより多くの特徴を必要とする
ことを意図して表されていると解釈すべきではない。むしろ、以下の請求項が表すように
、発明の形態は、１つの記載された具体例の全ての特徴より少なくなる。このように詳細
な説明に続く請求の範囲は、これにより詳細な説明中に明確に含まれ、それぞれの請求項
は、この発明の別々の具体例としてそれ自身で成立する。
【００６２】
　更に、ここで記載された幾つかの具体例は、幾つかの特徴であって他の具体例に含まれ
る以外の特徴を含み、異なった具体例の長所の組み合わせは、本発明の範囲に入ることを
意味し、当業者に理解されるように異なった具体例を形成する。例えば、以下の請求の範
囲では、請求された具体例のいくつかは、他の組み合わせにおいても使用することができ
る。
【００６３】
　ここで与えられる記載において、多くの特別な細部が示される。しかしながら、本発明
の具体例はそれらの特別な細部無しに実施できることを理解すべきである。他の例では、
公知の方法、構造、および技術は、この記載の理解をわかりにくくしないために、詳細に
は示されていない。
【００６４】
　ナノ構造の用語は、ワイヤ（ナノワイヤ）、チューブ（ナノチューブ）、ロッド（ナノ
ロッド）、および縦軸を有する類似の細長くて実質的に円筒または多角形のナノ構造の形
態の固体材料の、２次元に閉じ込められた一片を意味する。ナノ構造の断面寸法は、好適
には１～５００ナノメータの範囲である。本発明の具体例では、例えばカーボンナノチュ
ーブ（ＣＮＴ）のようなナノ構造や、例えば半導体ナノワイヤ（例えば、シリコンナノワ
イヤ）のような無機ナノ構造が含まれる。
【００６５】
　本発明では、「同時堆積（co-deposition)」の用語は、例えば同じバスから、２または
それ以上の要素が同時に堆積され、個々に合金や合成物を形成することを意味する。「同
時堆積」の異なる形態や型は、最先端技術で知られており、例えばD. Landolt の"Electr
ochemical and Materials Science Aspects of Alloy Deposition" (Electrochemica Act
a, Vol. 39, 1075-1090, 1994)に記載されている。
【００６６】
　本発明は、単結晶ナノ構造を提供する方法に関する。本発明は、更に、ナノ構造中のド
ーパント要素の濃度が非常に良く制御された、ドープされた単結晶ナノ構造に関する。本
発明の方法を用いると、ナノ構造中のドーパント元素の濃度を、１０１３／ｃｍ３～１０
２１／ｃｍ３の範囲内で制御することができる。
【００６７】
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　本発明は、更に、セグメント化されたナノ構造、または換言すれば少なくとも２つのセ
グメントを有するナノ構造を提供するための、新規で容易な成長方法を提供する方法に関
する。
【００６８】
　本発明の方法は、定型の電気化学堆積（ＥＣＤ）と金属媒介結晶化（ＭＭＣ）を使用す
る。
【００６９】
　本発明の１の形態では、単結晶ナノ構造を基板上に形成する方法が提供される。
【００７０】
　本方法は、少なくとも以下の工程：
　基板の主表面上に最初にパターンを形成する工程であって、パターンは少なくとも１つ
の開口部を有し、開口部はパターンの表面から基板の主表面まで延びる工程と、
　パターンの少なくとも１つの開口部中に金属を供給する工程と、
　少なくとも１つの開口部を、アモルファス材料で少なくとも部分的に埋める工程と、
　３００℃と１０００℃の間の温度で基板をアニールし、金属媒介結晶化により、アモル
ファス材料を単結晶材料に変えて、単結晶ナノ構造を形成する工程と、
　任意的に、金属化合物および／またはパターンを除去する工程と、を含む。
【００７１】
　本発明の具体例にかかる方法で形成された単結晶ナノ構造は、どうようなサイズの基板
でも有利に使用でき、半導体プロセス技術と完全に互換性がある。
【００７２】
　図１Ａから図１Ｅは、本発明の具体例にかかる、単結晶ナノ構造を基板上に成長する方
法の連続した工程を示す。
【００７３】
　図１に示すように、第１工程で基板１が提供される。本発明の具体例では、基板１は伝
導性または半伝導性でも良く、この場合、電解手段による電気化学堆積（ＥＣＤ）が、続
く工程で金属の堆積に用いられる。これにより、本発明の具体例では、基板１は、金属基
板または、例えばシリコン（Ｓｉ）、ゲルマニウム（Ｇｅ）、またはＩＩＩ－Ｖ族半導体
材料からなる半導体基板でも良い。基板１は、絶縁性、伝導性、または半伝導性でも良く
、この場合、無電解手段または気相堆積技術が金属の堆積に用いられる。気相堆積技術は
、物理気相堆積（ＰＶＤ）、化学気相堆積（ＣＶＤ）および原子層堆積（ＡＬＤ）のよう
なその派生を含む。
【００７４】
　基板１の上にパターン２が形成され、このパターン２は少なくとも１つの開口部を有し
、開口部は、基板の主表面まで延びる。基板の表面まで延びる開口部は、好適にはナノメ
ータの範囲であり、更に好適には２ｎｍから１００ｎｍの範囲である。パターンは永久パ
ターン２または代わりに犠牲パターン２でも良い。
【００７５】
　パターン２は、例えば陽極酸化アルミニウム酸化物（ＡＡＯ）、配向ゼオライト（orie
nted zeolite）、またはＳｉＯ２、フォトレジストパターン等のような誘電体中に形成さ
れた孔のような多孔性パターンでも良い。
【００７６】
　本発明の具体例では、パターン２を形成する工程は、最初に層を堆積し、続いて堆積さ
せた層の中に少なくとも１つの開口部を形成し、図１Ａに示すようなパターン２を形成し
て行われても良い。堆積された層中の開口部は、例えばリソグラフィと異方性ドライエッ
チングのようなドライエッチングとの組み合わせのような標準半導体プロセスを用いて形
成される。標準的なリソグラフィプロセスは、少なくとも１つの、例えばフォトレジスト
層のような感光性の層を堆積し、堆積した層の上または下に反射防止被覆を選択的に行い
、少なくとも１つの感光性の層を現像して、フォトリソグラフィパターンを形成する工程
を含んでも良い。反射防止被覆が堆積された層の上に形成される場合、この反射防止被覆
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は、リソグラフィプロセス中に容易に除去できるように選択される。フォトリソグラフィ
パターンは、続いて、堆積層中に開口部を形成するための反応性イオンエッチング等のマ
スクとして用いられ、これにより、基板１の主表面の一部が露出する。
【００７７】
　本発明の具体例では、堆積された層は、例えばＳｉＯ２層のようなシリコン酸化物層で
、例えば化学気相堆積（ＣＶＤ）で形成されても良い。本発明の他の具体例では、堆積さ
れた層は、例えば、一般にリソグラフィに使用されるポリマーレジスト材料（例えばＰＭ
ＭＡ（poly-methyl methacrylate））や、例えばＳｉＬｋ（登録商標）のような有機低誘
電率（low-k）誘電体材料のような有機スピンオン材料でも良い。堆積された層の膜厚は
適用とサイズに依存し、好適には形成される単結晶ナノ構造の高さに依存する。堆積され
た層の膜厚は、例えば、１０ｎｍと１００μｍの間の範囲であり、特に、ＣＭＯＳへの応
用では１００ｎｍと１μｍの間である。
【００７８】
　パターン２を達成するために堆積された層に開口部を形成した後、基板１は電解バスに
浸責されて金属の堆積が行われる。この方法は、例えば、無電解手段または電解手段によ
る電気化学堆積（ＥＣＤ）で行われる。堆積プロセス中に、パターン２の開口部の底面は
金属３により覆われる。図１Ｂは、開口部の底面が金属３により覆われた開口部を有する
パターンを示す。
【００７９】
　本発明の具体例では、金属３は、アモルファス材料の金属媒介結晶化が可能である。適
当な金属は、例えば、Ａｕ、Ｎｉ、Ｃｏ、Ｆｅ、Ａｌ、Ｉｎ、Ｇａ、Ｔｉである。Ａｕ粒
子は、電解質０．１Ｍ－Ｎａ２Ｓ２Ｏ３、０．１Ｍ－Ｎａ２ＳＯ３、０．３Ｍ－Ｎａ２Ｈ
ＰＯ４中のＡｕ（Ｉ）溶液（例えば０．０１Ｍ－Ｎａ３Ａｕ（Ｓ２Ｏ３）２））から始ま
る。
【００８０】
　代わりに、金属合金が考慮される。それらの金属合金は、電気化学同時堆積を用いてパ
ターン２の開口部中に堆積される。
【００８１】
　本発明の具体例では、金属３はドーパント電素を含んでも良い。それらのドーパント元
素は、続く金属媒介結晶化（ＭＭＣ）工程中に、アモルファス材料４中に溶解するように
選択され、これにより、アニール後にドープされた結晶ナノ構造５を得る。所定量のドー
パント元素を含むそれらの金属は、電気化学同時堆積を用いてパターン２の開口部中に堆
積しても良い。当業者に知られているように、大きく離れた標準ポテンシャルを有する金
属３とドーパント元素の電気化学同時堆積は、２つの材料の堆積速度において大きな違い
を生じる。同時堆積プロセスの詳細は、例えば、D. Landoltの、"Electrochemical and M
aterial Science Aspects of Alloy Deposition" (Electrochemica Acta, Vol. 39, 1075
-1090, 1994) に記載されている。
【００８２】
　本発明の具体例にかかる方法の次の工程では、図１Ｃに示すように、アモルファス材料
４が金属３の上に堆積され、少なくとも開口部の一部を埋める。好適な具体例では、アモ
ルファス材料４で開口部が少なくとも部分的に埋められる工程は、電気化学堆積（ＥＣＤ
）を用いて行われる。アモルファス材料４は、アモルファスＳｉ（ａ－Ｓｉ）、アモルフ
ァスＧｅ（ａ－Ｇｅ）、アモルファスＩｎＳｂ（ａ－ＩｎＳｂ）、アモルファスカーボン
（ａ－Ｃ）でも良い。ＧｅおよびＳｉは、一般に、有機溶液から電着し、一方、ＩｎＳｂ
は、一般に、水溶液から電着する。
【００８３】
　ＩｎＳｂは、ｐＨが約２．２で、０．０２５Ｍ－ＩｎＣｌ３、０．０２５Ｍ－ＳｂＣｌ

３、０．２Ｍ－クエン酸、および０．０６Ｍ－クエン酸ナトリウムから始まる電気化学堆
積を用いて堆積しても良い。アモルファスのＩｎＳｂは、３３０ｎｍの孔、－５０ｍＣ／
ｃｍ２の堆積電荷で、Ａｇ／ＡｇＣｌ参照電極に対して、－０．８Ｖと－１．４５Ｖの間
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の堆積ポテンシャルで、孔パターン中に堆積する（１：１　Ｉｎ：Ｓｂ比）。
【００８４】
　本発明の具体例では、アモルファス材料４がドーパント元素を含んでも良い。好適には
、アモルファス材料４中へのドーパント元素に取り込みは、ドーパント元素とアモルファ
ス材料４の同時堆積で行われる。一般に、Ｐ、Ａｓ、Ｓｂ、又はＢｉが、ｎ型ドープ（Ｓ
ｉ）材料を得るためのドーパントとして用いられ、Ｂ、Ａｌ、Ｇａ、およびＩｎが、ｐ型
ドープ（Ｓｉ）材料を得るためのドーパントとして用いられる。
【００８５】
　本発明の好適な具体例にかかるナノ構造中で、様々なドーパントの濃度を得るために、
最初に、例えばＰのようなドーパント元素を含むアモルファス材料４（例えばアモルファ
スＳｉ）が、例えば５０ｎｍのような所定の膜厚で同時堆積される。続いて、ドーパント
元素を有さない、例えば１５０ｎｍのような所定膜厚でアモルファス材料４の堆積を行う
。ドーピングプロファイルは、本発明の結晶化工程中、および／または結晶化工程後に更
に（追加の）ドーピングプロファイルを得るためにアニール工程を行うことで、達成され
る。
【００８６】
　図１Ｄおよび１Ｅに示すように、ＭＭＣに使用される金属に依存して３００℃と１００
０℃の間の温度で基板１がアニールされ、結晶化材料５を形成するために、アモルファス
材料４が金属媒介結晶化で達成される。例えば、３００℃～４００℃の範囲の温度が、Ｉ
ｎやＧｅのような低融点金属のために使用され、５００℃～６００℃の範囲の温度が、Ｎ
ｉ、Ｆｅ、およびＣｏのような金属のために使用され、９００℃～１０００℃の範囲の温
度が、Ｔｉのような遷移金属のために使用される。アニールは、好適には、不活性ガス中
、または減圧中、または真空中で、約１時間行われる。本発明の具体例では、アニール工
程は高速温度アニール（ＲＴＡ）により行われても良い。アモルファス材料のアニールは
、アモルファス材料４を金属化合物中に拡散させることにより、アモルファス材料４を結
晶材料に変える。偏析により結晶化が行われ、結晶化プロセス中に、金属が最終的に上部
に達するまで金属相がアモルファス層４を通って動き、結晶化相５を後に残す。開口部の
孔の大きさまたは直径が、バルクＭＭＣ条件で得られた典型的な粒径に比較して小さい場
合、結晶化された相は単結晶となる。ＭＭＣプロセスでは、開口部の孔の壁や直径により
制限され、結晶は強制されたＭＭＣとして規定される。図１Ｄはアニール中の中間状態を
示し、底部の結晶化された材料５、中部の金属化合物、および上部のアモルファス材料４
を示す。そのような中間構造を望むのであれば、ここで停止すれば良い。図１Ｅは、アモ
ルファス材料４が完全に結晶化した後の結晶化材料５を示し、得られたナノ構造は単結晶
であり、金属３が結晶化材料５の上に置かれる。金属３は、必要であれば除去することが
できる。必要であればパターン２も除去して、図１Ｆに示すような支柱無しで立っている
単結晶ナノ構造１０を形成しても良い。
【００８７】
　図２に示すように、本発明の方法は、また、例えば、第１の単結晶材料５からなる第１
のセグメントと、第２の単結晶材料６からなる第２のセグメントとを有するセグメント化
された結晶ナノ構造を成長させ、接合に適したナノ構造を形成するのに使用しても良い。
第１の処理方法では、図２Ａ～図２Ｄに示すように、第１のアモルファス材料４の上で、
開口部の残った部分が、第２のアモルファス材料６で埋められ、第２の単結晶材料８から
なる第２のセグメントが得られる。
【００８８】
　図２Ａに示すように、上述のように金属３を堆積した後に、上述のように、好適にはＥ
ＣＤ技術、低温ＰＶＤまたはＣＶＤを用いて、ａ－Ｓｉ、ａ－Ｇｅ、ａ－ＩｎＳｂ、ａ－
Ｃのような第１のアモルファス材料で、パターンの開口部が部分的にのみ埋められる。ａ
－Ｃを堆積するために、プラズマ強化ＣＶＤが比較的低温でアモルファス相を形成する。
この第１のアモルファス材料４には、ＳｉおよびＧｅに対するｎ型ドーパントとしてＰ、
Ａｓ、Ｓｂ、Ｂｉ、またはＳｉおよびＧｅに対するｐ型ドーパントとしてＢ、Ａｌ、Ｇａ
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のような少量のドーパント元素が、好適には電気化学同時堆積により混合されても良い。
金属が第１および第２のアモルファス材料４、６中でＭＭＣを行うのに適する場合、使用
される金属は、単体の金属である。第１および第２のアモルファス材料４、６中でＭＭＣ
を行うのに適する金属が異なる場合、少なくとも２つの異なる金属からなる金属合金化合
物が使用され、これにより、１つの金属は第１のアモルファス材料４の中でＭＭＣを行う
のに使用され、他の金属は第２のアモルファス材料６の中でＭＭＣを行うのに使用される
。
【００８９】
　図２Ｂに示すように、パターン中の開口部の残った部分は、第１のアモルファス材料４
とは異なる第２のアモルファス材料６で埋められる。第２のアモルファス材料６は、第１
のアモルファス材料４から、材料および／またはドーピングにおいて異なっている。例え
ば第２のアモルファス材料６は、第１のアモルファス材料４と同じであるが、少量の反対
のドーパント元素を有し、または異なる濃度の同種のドーパント元素を有し、またはイン
トリンシック部分を形成するためのドーパント無しであっても良い。代わりに、第２のア
モルファス材料は、取り込まれたドーパント元素を含みまたは含まない異なったアモルフ
ァス材料であり、ヘテロ接合が形成できるものであっても良い。
【００９０】
　図２Ｃに示すように、アモルファス材料４、６と金属３は、続いて、ＭＭＣに使用され
る金属に応じて、３００℃と１０００℃の間の温度でアニールされ、第１と第２のアモル
ファス材料４、６の金属媒介結晶化が行われ、それぞれ第１の結晶化された材料７と第２
の結晶化された材料８を形成する。
【００９１】
　図２Ｄは、単結晶構造７、８を完全に結晶化した後の、結晶化された第１および第２の
アモルファス材料４、６を示す。得られたナノ構造は、セグメント化された単結晶ナノ構
造である。結晶化された材料８の上に配置された金属化合物３は、パターン２と同様に除
去されて、図２Ｄに示すような、支持無しに自立したセグメント化された単結晶ナノ構造
１１を形成しても良い。
【００９２】
　例えば、第１の単結晶材料５からなる第１のセグメントと、第２の単結晶材料６からな
る第２のセグメントとを有するセグメント化された結晶ナノ構造を成長させるための他の
方法が、図３Ａ～図３Ｅに示されている。第２のアモルファス材料６が堆積される前に、
第１のアモルファス材料４が結晶化される点で、この代わりの方法は、先に述べた方法と
は異なる。
【００９３】
　図３Ａに示すように、上述のように金属３を堆積した後に、好適には上述のようなＥＣ
Ｄまたは他の低温堆積技術を用いて、ａ－Ｓｉ、ａ－Ｇｅ、ａ－ＩｎＳｂ、ａ－Ｃのよう
な第１のアモルファス材料を用いて、パターン２の開口部を、部分的にだけ埋める、この
第１のアモルファス材料４は、ＳｉおよびＧｅに対するｎ型ドーパント元素としてＰ、Ａ
ｓ、Ｓｂ、Ｂｉ、またはＳｉおよびＧｅに対するｐ型ドーパント元素としてＢ、Ａｌ、Ｇ
ａのような少量のドーパント元素と、好ましくは電気化学同時堆積により、混ぜられても
良い。
【００９４】
　図３Ｂに示すように、アモルファス材料４と金属３は、（ＭＭＣに使用される金属に応
じて）３００℃と１０００℃の間の温度でアニールされ、第１のアモルファス材料４の金
属媒介結晶化を行い、第１の結晶化された材料７を形成する。
【００９５】
　第１のアモルファス材料４中でＭＭＣを行うのに使用された金属３が、第２のアモルフ
ァス相中でＭＭＣを行うために使用された場合、金属３が残る。金属３が、第２のアモル
ファス材料６中でＭＭＣを行うのに使用されない場合、第１のセグメントからの第１の金
属が除去された後に、新しい金属が形成された第１のセグメント上に堆積される。代わり
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アモルファス材料４の中でＭＭＣを形成するのに使用され、第２の金属は第２のアモルフ
ァス材料６の中でＭＭＣを形成するために使用されても良い。
【００９６】
　図３Ｃに示すように、パターン中の開口部の残った部分が、第１のアモルファス材料４
とは異なる第２のアモルファス材料６により埋められる。第２のアモルファス材料６は、
材料および／またはドーピングにおいて、第１のアモルファス材料４と異なる。例えば、
第２のアモルファス材料６は、第１のアモルファス材料４と同じであるが、少量の反対の
ドーパント元素、または少量の同じ種類であるが異なった濃度のドーパント元素を含み、
またはイントリンシック部分を形成するためにドーパント元素の無いものであっても良い
。第２のアモルファス材料は、取り込まれたドーパント元素を含みまたは含まない異なっ
たアモルファス材料であり、ヘテロ接合が形成できるものであっても良い。
【００９７】
　図３Ｄに示すように、アモルファス材料６と金属３は、続いて、（ＭＭＣに使用される
金属に応じて）３００℃と１０００℃の間の温度でアニールされ、第２のアモルファス材
料６の金属媒介結晶化が行われ、第２の結晶化された材料８を形成する。
【００９８】
　図３Ｅは、単結晶構造７、８を完全に結晶化した後の、結晶化された第１および第２の
アモルファス材料４、６を示す。得られたナノ構造は、セグメント化された単結晶ナノ構
造である。結晶化された材料８の上に配置された金属化合物３は、パターン２と同様に除
去されて、図３Ｅに示すような、支持無しに自立したセグメント化された単結晶ナノ構造
１１を形成しても良い。
【００９９】
　本発明にかかるデバイスについて、好適な具体例、特定の構造や構成は、材料と同様に
ここで検討されたが、形態や細部における多くの変化や変形は、添付の請求項により規定
された本発明の範囲から離れることなく行えることを理解すべきである。
【符号の説明】
【０１００】
　　１　基板
　　２　パターン
　　３　金属
　　４、６　アモルファス材料
　　５　結晶材料
　　７、８　単結晶構造
　　１０、１１　単結晶ナノ構造
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【図１Ａ】

【図１Ｂ】

【図１Ｃ】

【図１Ｄ】

【図１Ｅ】

【図１Ｆ】

【図２Ａ】

【図２Ｂ】

【図２Ｃ】
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【図２Ｄ】

【図３Ａ】

【図３Ｂ】

【図３Ｃ】

【図３Ｄ】

【図３Ｅ】
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